
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

お
知
ら
せ

栃
木
県
名
誉
農
業
士
と
し
て
本
市

か
ら
２
名
が
認
定
さ
れ
ま
し
た

　
１
月
９
日
、
栃
木
県
公
館
に
お
い

て
「
令
和
５
年
度
栃
木
県
農
業
士
・

女
性
農
業
士・名
誉
農
業
士
認
定
式
」

が
行
わ
れ
、
栃
木
市
か
ら
は
大お
お
つ
か塚

幸こ
う
は
ち八
氏
（
都
賀
地
域
、花
き
＋
水
稲・

麦
／
写
真
左
か
ら
２
人
目
）、
熊く
ま
く
ら倉

三さ
ぶ
ろ
う郎
氏
（
栃
木
地
域
、
水
稲
・
麦
・

大
豆
／
写
真
右
か
ら
２
人
目
）
が
栃

木
県
名
誉
農
業
士
に
認
定
さ
れ
ま
し

た
。

　
大
塚
氏
は
19
年
間
、
熊
倉
氏
は
15

年
間
の
長
き
に
わ
た
り
、
農
業
士
と

し
て
優
れ
た
農
業
経
営
を
実
践
さ
れ

る
と
と
も
に
、
担
い
手
の
育
成
や
地

域
の
農
業
振
興
に
尽
力
さ
れ
、今
回
、

そ
の
功
績
に
よ
り
名
誉
農
業
士
に
認

定
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
後
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を
心
よ

り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

問
農
業
振
興
課　

  

☎
（21）
２
３
８
１

都
市
計
画
法
第
34
条
第
11
号
に
基

づ
く
指
定
区
域
に
つ
い
て

　
市
で
は
、
市
街
化
調
整
区
域
に
お

け
る
住
宅
等
の
立
地
基
準
の
一
つ
で

あ
る
都
市
計
画
法
第
34
条
第
11
号
の

規
定
に
よ
り
、
市
街
化
区
域
と
一
体

的
な
日
常
生
活
圏
を
構
成
し
て
い
る

と
認
め
ら
れ
る
土
地
の
区
域
を
客
観

的
か
つ
明
確
に
示
し
、
簡
易
に
閲
覧

で
き
る
よ
う
区
域
を
指
定
し
ま
す
。

　
指
定
区
域
の
閲
覧
場
所
は
次
の
と

お
り
で
す
。
令
和
６
年
４
月
１
日
以

降
の
都
市
計
画
法
第
34
条
第
11
号
に

よ
る
開
発
許
可
等
の
申
請
の
際
は
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

閲
覧
場
所　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
栃

木
市
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
）・
都
市

計
画
課
窓
口

問
都
市
計
画
課　

  

☎
（21）
２
４
４
４

適
正
管
理
が
さ
れ
て
い
な
い
空
き

家
の
固
定
資
産
税
が
上
が
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す

　
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特

別
措
置
法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
法

が
施
行
さ
れ
、
管
理
不
全
空
き
家
等

（
適
正
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い

空
き
家
等
）
に
対
し
て
市
か
ら
勧
告

を
受
け
る
と
、
住
宅
用
地
特
例
が
解

除
さ
れ
、
土
地
の
固
定
資
産
税
が
上

が
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
適
正
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
空

き
家
等
に
つ
い
て
は
、
保
安
上
危
険

と
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
事
故
等
が

発
生
す
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
定

期
的
な
点
検
を
行
い
、
適
切
な
管
理

を
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
空
き

家
を
手
放
す
場
合
に
は
空
き
家
バ
ン

ク
や
空
き
家
解
体
費
補
助
金
の
活
用

を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

問
建
築
住
宅
課　

  

☎
（21）
２
４
５
２

栃
木
市
低
所
得
世
帯
支
援
給
付
金

（
追
加
分
）
の
お
知
ら
せ

　
本
給
付
金
は
、
国
が
行
う
総
合
経

済
対
策
と
し
て
実
施
す
る
も
の
で
、

世
帯
全
員
が
令
和
５
年
度
分
の
住
民

税
均
等
割
が
非
課
税
で
あ
る
世
帯

（
課
税
者
の
扶
養
親
族
等
の
み
で
構

成
さ
れ
る
世
帯
を
除
く
）に
対
し
て
、

７
万
円
の
現
金
給
付
を
行
う
も
の
で

す
。
対
象
と
な
る
世
帯
に
は
、
必
要

書
類
が
２
月
上
旬
か
ら
中
旬
に
か
け

て
送
付
さ
れ
て
お
り
、
返
信
期
限
は

令
和
６
年
３
月
31
日
（
日
）（
消
印

有
効
）
で
す
。
お
手
続
き
を
さ
れ
て

い
な
い
場
合
は
、
内
容
を
確
認
の
う

え
期
限
内
に
ご
返
信
く
だ
さ
い
。

問
栃
木
市
低
所
得
世
帯
支
援
給
付

金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎

（21）
２
２
９
０

軽
自
動
車
な
ど
の
届
出
は
お
早
め
に

軽
自
動
車
税
は
４
月
１
日
現
在
の

名
義
人
が
課
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

盗
難
・
譲
渡
な
ど
に
よ
り
軽
自
動
車

な
ど
が
お
手
元
に
な
く
て
も
、
届
出

を
行
わ
な
い
と
課
税
さ
れ
ま
す
。
廃

車
・
住
所
変
更
・
名
義
変
更
は
３
月

中
に
届
出
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

課
税
対
象
車
両
は
必
ず
申
告

次
の
車
両
も
軽
自
動
車
税
の
課
税

対
象
で
す
。
該
当
す
る
車
両
を
所
有

し
て
い
る
場
合
、ま
た
新
た
に
取
得
し

た
場
合
は
、速
や
か
に
軽
自
動
車
税
の

申
告
を
し
て
標
識（
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー

ト
）
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

対
象
車
両

　

乗
用
装
置
の
あ
る
ト
ラ
ク
タ
ー
、

コ
ン
バ
イ
ン
等
農
耕
車
／
フ
ォ
ー

ク
・
リ
フ
ト
、
シ
ョ
ベ
ル
・
ロ
ー
ダ

な
ど
の
小
型
特
殊
自
動
車
／
小
型
特

殊
自
動
車
に
分
類
さ
れ
、
ト
ラ
ク

タ
ー
に
け
ん
引
さ
れ
る
農
耕
作
業
用

ト
レ
ー
ラ（
マ
ニ
ュ
ア
ス
プ
レ
ッ
ダ
、

ス
プ
レ
ー
ヤ
等
）

問
１
２
５
cc
以
下
の
原
動
機
付
自

転
車
や
小
型
特
殊
自
動
車

税
務
課
☎

（21）
２
２
６
１

１
２
６
cc
以
上
の
オ
ー
ト
バ
イ

栃
木
運
輸
支
局　
佐
野
事
務
所

☎
０
５
０-

５
５
４
０-

２
０
２
０

軽
四
輪
車

軽
自
動
車
検
査
協
会　
佐
野
支
所

☎
０
５
０-

３
８
１
６-

３
１
０
８

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
期
間
・

納
付
猶
予
期
間
等
の
あ
る
方
へ

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
納
付

猶
予
等
の
承
認
を
受
け
た
期
間
に
つ

い
て
、
保
険
料
の
後
払
い
（
追
納
）

を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
（
全
額

免
除
・
一
部
免
除
・
法
定
免
除
）、

納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例
の
承
認

を
受
け
た
期
間
が
あ
る
場
合
は
、
保

険
料
を
全
額
納
め
た
場
合
と
比
べ

て
、
老
齢
基
礎
年
金
（
65
歳
か
ら
受

け
ら
れ
る
年
金
）
の
受
取
額
が
少
な

く
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
保
険
料
の

免
除
等
の
承
認
を
受
け
た
期
間
の
保

険
料
に
つ
い
て
は
、
10
年
以
内
で
あ

れ
ば
、
後
払
い
（
追
納
）
す
る
こ
と

に
よ
り
、
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額

を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
免
除
等
を
受
け
た
期
間

の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目

以
降
に
保
険
料
を
追
納
す
る
場
合
、

当
時
の
保
険
料
額
に
一
定
の
加
算
額

が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　
追
納
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
年

金
事
務
所
で
の
申
し
込
み
が
必
要
で

す
の
で
、
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
栃
木
年
金
事
務
所
☎

（22）
４
１
３
１

栃
木
市
消
防
団
が

「
な
が
ら
見
守
り
」
を
実
施
中

　
栃
木
市
消
防
団
は
１
月
に
、
栃
木

県
主
催「
な
が
ら
見
守
り
」
に
関
す

る
講
座
を
受
講
し
、「
な
が
ら
見
守
り

パ
ー
ト
ナ
ー
」と
な
り
ま
し
た
。

　
「
な
が
ら
見
守
り
」
と
は
、
高
齢

化
の
進
展
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
多

様
化
に
よ
り
、
地
域
防
犯
活
動
の
取

り
巻
く
環
境
が
変
化
す
る
中
で
、
買

物
や
散
歩
、
通
勤
・
通
学
、
自
宅
で

の
家
事
な
ど
の
日
常
生
活
や
事
業
活

動
を
行
う
中
で
、
防
犯
の
視
点
を

も
っ
て
行
う
活
動
で
す
。

　

栃
木
市
消
防
団
は
平
時
の
活
動

時
、防
犯
に
関
し
て
も
意
識
を
持
ち
、

日
常
生
活
で
も
地
域
や
子
ど
も
達
の

見
守
り
を
積
極
的
に
実
施
し
て
ま
い

り
ま
す
。

　
日
常
生
活
の
中
で
、
地
域
や
子
ど

も
た
ち
へ
の
見
守
り
の
目
を
向
け
、

防
犯
効
果
を
高
め
る
為
に
、
で
き
る

時
に
、
で
き
る
こ
と
を
、
で
き
る
範

囲
で
「
な
が
ら
見
守
り
」
を
実
践
し

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

問
消
防
総
務
課　
☎

（23）
３
５
２
７

ご
み
の
適
正
な
分
別
を

　
　
　
　
　
　
　

お
願
い
し
ま
す

　
１
月
５
日
、
10
時
頃
に
大
平
町
お

よ
び
岩
舟
町
地
内
に
お
い
て
、
も
や

さ
な
い
ご
み
の
収
集
運
搬
中
に
小
型

充
電
式
電
池
や
穴
の
開
い
て
い
な
い

ス
プ
レ
ー
缶
の
混
入
が
原
因
と
思
わ

れ
る
ご
み
収
集
車
の
発
煙
事
故
が
２

件
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
近
年
、
と
ち
ぎ
ク
リ
ー
ン

プ
ラ
ザ
で
は
年
間
１
０
０
件
以
上
の

発
火
事
例
が
あ
り
、
主
な
原
因
は
、

も
や
さ
な
い
ご
み
に
混
入
し
た
小
型

充
電
式
電
池
や
ス
プ
レ
ー
缶
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
火
災
が
発
生
す
る
と

車
両
や
処
理
施
設
に
被
害
が
生
じ
、

ご
み
処
理
が
滞
る
だ
け
で
な
く
、
作

業
員
や
地
域
の
皆
さ
ま
の
人
命
に
関

わ
る
大
き
な
事
故
に
繋
が
り
か
ね
ま

せ
ん
。

ル
ー
ル
を
守
り
、
正
し
く
ご
み
を
出

し
て
く
だ
さ
い

・
小
型
充
電
式
電
池
は
、
市
内
の
各

協
力
店
、
ま
た
は
市
役
所
本
庁
舎
、

各
総
合
支
所
、
と
ち
ぎ
ク
リ
ー
ン
プ

ラ
ザ
に
あ
る
回
収
ボ
ッ
ク
ス
へ
入
れ

て
く
だ
さ
い
。

・
ス
プ
レ
ー
缶
や
カ
セ
ッ
ト
ガ
ス
ボ

ン
ベ
は
、
中
身
を
使
い
切
り
、
穴
を

は
っ
き
り
２
か
所
以
上
開
け
、
穴
を

開
け
た
場
所
を
丸
印
で
囲
ん
で
、
ス

プ
レ
ー
缶
だ
け
を
他
の
も
や
さ
な
い

ご
み
と
は
別
の
中
身
が
見
え
る
袋
で

出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
ク
リ
ー
ン
推
進
課
☎

（31）
２
４
４
７

　日曜日の窓口を開設します
　進学や転勤等による住民異動が多い時期に、本庁舎で窓口を開
設します。どうぞご利用ください。
開 設 日　３月24日・31日、４月7日
開設時間　８時30分～12時 30分

マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストア等に設置されてい
るマルチコピー機でも証明書などを取得できます。（利用時間6時30分～23時）
取得できる書類
「住民票の写し」「印鑑登録証明書」「所得証明書」「住民税決定証明書」
「納税証明書」「課税（非課税）証明書」

窓口 取扱業務（下記の業務のみとなります）
市民生活課
☎（21）２１２６

・住民票の写し、戸籍謄抄本等の交付
・印鑑登録申請、印鑑登録証明書の交付
・住民異動届の受付
※ 転入手続きには、転出証明書が必要です。日曜窓口では、
マイナンバーカードを使った特例転入の受付はできません。

※ 戸籍の届出（出生届、婚姻届、死亡届等）は、宿日直（本
庁舎１階南西角　警備室内）で預かります。

保険年金課
☎（21）２１３１ ・国民健康保険資格の取得、喪失

広報とちぎ 2024.315 14
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